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令和3年度 保険料率（医療分）について



令和3年度の保険料率（医療分）について

令和3年度保険料率についての支部評議会の意見

3

令和2年10月から11月に開催した各支部の評議会での意見については、理事長の
現時点における考え（新型コロナウイルス感染症拡大による協会財政に対する影響
はあると考えられるが、基本的には中長期的な視点で保険料率を考えていくこと）
を評議会で説明したうえでの意見書の提出について、内訳は以下の通り。

意見書の提出なし 6支部（13支部） ※（ ）は昨年の支部数

意見書の提出あり 41支部（34支部）

① 平均保険料率10％を維持するべきという支部 31支部（21支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 5支部（7支部）

③ 引き下げるべきという支部 2支部（2支部）

④ その他（平均保険料率に対しての明確な意見なし） 3支部（4支部）

※ 保険料率の変更時期については、４月納付分（３月分）以外の意見はほぼなし。



令和3年度の保険料率（医療分）について

愛知支部評議会の意見
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【令和2年度第2回評議会（R2.10.29)での意見】

・新型コロナウイルス感染症が、協会けんぽの財政にどのような影響を与えるか現状
では不明なことから、現在の保険料率10％を維持し状況を見守るのが妥当と思う。

・新型コロナウイルス感染症の影響で給与が下がり、ボーナスの支給もなく、存続も
危ぶまれている企業もある中において、被保険者の立場では、保険料率を下げてい
ただきたい思いはある。一方、保険者の立場においては、新型コロナウイルス感染
症にかかる臨時特例である健康保険料の納付猶予や、標準報酬月額の特例改定に
よって、収支の見通しが不透明なこと、準備金残高が法定準備金の約4か月分積み
あがっているものの、大規模健康保険組合が解散した時の受け皿を協会が担ってい
ることから、現状維持がいいのではないかと思う。



運営委員会での意見

令和3年度の保険料率（医療分）について
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○令和3年度の平均保険料率について

・コロナ禍という状況であるが、高齢化の進行、現役世代の減少という構造的な課
題は変わっていない。健全な財政基盤を確保していくことが基本であり、10％
維持に賛成である。一方で準備金残高が積みあがっており、これまで以上に丁寧
な説明が必要である。

・新型コロナウイルス感染症で先行き不透明であり、景気回復には時間がかかるこ
とが見込まれる。今後、数年は厳しい財政状況になることが見込まれるため、令
和３年度の保険料率を10％維持することが適当であると考える。なお、協会け
んぽには、国庫補助率を上限20％に引き上げるよう国へ強く要望していただき
たい。

・評議会の意見の中で新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に保険料率を下げ
てはどうかという意見も見受けられたが、保険料の納付猶予で対応されていると
考える。新型コロナウイルス感染症で先行き不透明な中で、保険料率を変更する
ことはリスクが高いと考える。



運営委員会での意見

令和3年度の保険料率（医療分）について
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・現状の10％維持に賛成である。資料から保険の財政が赤字構造であることが読み
取れるため、新型コロナウイルス感染症の影響で保険料収入が増加しない中、赤
字構造を改善するには支出を減らす必要がある。マイナンバーカード等を活用し
て、医療費削減につながる提言を国に対して行ってほしい。

・保険料を10％に据え置くことはコロナ禍で苦しんでいる事業主や従業員の理解を
得ることは難しい。コロナ禍の中で、保険料の引き下げや国庫負担の増額に言及
した支部評議会の意見も多くあるため、本部としても十分にこの内容を検証して
運営委員会に来年度の保険料率に係る議論を諮るべきである。保険者として収支
の均衡のみを見るのではなく、加入者の持続的な発展につながるような、加入者
への支援策を積極的に国へ要望していただきたい。

○令和3年度の平均保険料率について

○保険料率の変更時期について

令和３年４月納付分から変更するということについて、特段の異論はなし。



インセンティブ制度について



インセンティブ制度について
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〔論点〕

①令和元年度実績を令和３年度保険料率に反映する場合において、千分の〇・〇七
（0.007％）と既に定められているが、令和元年度実績には、予期できない新型コ

ロナウイルス感染症の影響があったため、千分の〇・〇七（0.007％）のままと
してよいか。

②各評価指標の令和元年度実績を確定するにあたり、新型コロナウイルス感染症の
影響を踏まえ、評価方法を変更する必要があるか。

〇 保険料率に関するご意見と同様、事務局の提案を評議会で説明したうえでの意見の
提出状況は、以下の通り。

・意見の提出なし 18支部

・意見の提出あり 29支部

① 事務局の提案で了承 23支部

② その他のご意見 6支部



インセンティブ制度について

愛知支部評議会の意見

9

【令和2年度第2回評議会（R2.10.29)での意見】

・令和元年度については、新型コロナウイルス感染症の影響が3月の1か月のみであ

ることから、今回提案された案でも良いと思うが、令和2年度は令和元年度よりも

当然長い時期、あるいは大きな数字での影響を受ける可能性がある。令和2年度の

インセンティブ制度にかかる評価方法は、今後の議論になると思うが、令和元年

度の評価方法と整合性を取る必要があるのではないか。



運営委員会での意見

インセンティブ制度について
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○インセンティブ制度について

・令和元年度の評価方法については、理解できる。しかし、正確な評価とは言い難い
中で、加算率を0.007％へ引き上げることや翌年度に0.01％へ引き上げることにつ
いて、検討する必要があると考えている。いずれにせよ、労使及び都道府県支部の
納得が得られるよう、丁寧な説明と検討をお願いしたい。

・論点に直接かかわらないが、特定健診は安衛法に基づく健診を使うこととなってい
るが、すべて集めきれていない。その対象者に対する提出率をベースにして計算を
しないと、極端な話、データを出している企業だけで評価しており、受診率と提出
率にアンバランスがあると正確な評価にならない。また、２年度のデータでインセ
ンティブを評価するのは難しいと感じるため、慎重にお願いしたい。

・インセンティブ制度の令和元年度の影響は３月だけだが、２年度は少なくとも４月
から６月は影響が出てくる。元年度の評価を適用しないということになると、２年
度は大きな影響が出てくると思われる。今後のことを考えると、元年度評価を適用
しないことは難しいので、補正しても実施すべきと考える。



運営委員会での意見

インセンティブ制度について
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○インセンティブ制度について

・令和元年度評価について、なんらかの方法で補正すべきと考えるが、平成28年度か
ら平成30年度の各年度における３月の割合が安定的に推移していればいいが、各年
度で大きなばらつきがあるまま補正すると、違うものを使って評価するということ
になってしまうので、しっかりとデータをみなさんの前でお示しして、大きなばら
つきはないということを確認した上で使用すべき。

評価指標 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた評価方法の変更点

【指標１】

特定健診等の実施率

〇 令和2年3月は実績がなかったものとして、平成28・29・30年度において、3月実績が通年に占める割合を基に平成31年4月か ら

令和2年2月分実績に補正をかけたものと、令和元年度実績との、高い方の値により評価する。

【指標２】

特定保健指導の実施率

〇 分母について、令和2年3月は実績がなかったものとして、平成28・29・30年度において、3月実績が通年に占める割合を基に平成

31年4月から令和2年2月分実績に補正をかけたものと、令和元年度実績との、高い方の値により評価する。

〇 分子については、平成31年4月から令和2年3月分実績で評価する。

【指標３】

特定保健指導対象者の減少率

〇 変更なし

【指標４】

医療機関への受診勧奨を受けた要

治療者の医療機関受診率

〇 平成31年4月から令和元年11月の間に一次勧奨をした対象者の実績で評価（加入者が医療機関への受診を自粛した令和2

年３月から５月等を評価の対象外とする。）

【指標５】

後発医薬品の使用割合

〇 変更なし

＜インセンティブ制度に係る令和元年度実績の評価方法＞



＜参考＞ 運営委員会（第108回）より 開催日：令和2年12月18日

インセンティブ制度について
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〔令和２年度実績の評価方法等（案）の検討〕

今後、以下の論点について議論をしていただいた上で、最終的には、令和
２年度実績を確認した上で、令和３年秋を目途に運営委員会において、令和
２年度実績の評価方法等について結論を出していただく予定である。

なお、健康保険法施行令等の変更が必要な場合は、厚生労働省の「保険者
による健診・保健指導等に関する検討会」などでの議論を踏まえて検討する
必要がある。

＜論点＞
①新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和元年度の対応と同様に、

実績値の補正等を行うことで評価できるか。

②令和２年度実績を令和４年度保険料率に反映する場合において、インセン
ティブ分の保険料率は、政令により、千分の〇・一（0.01％）に引き上げ
ることが既に定められているが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
え、引き上げを行うかどうか。



協会としての判断

令和3年度の平均保険料率については、10％を維持する。

令和3年度の保険料率（医療分）、インセンティブ制度について
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保険料率の変更時期は、令和3年4月納付分（3月分）からとする。

令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が生じたことから、５つの評価指
標の実績を補正し、インセンティブ分保険料率については、予定どおり、0.004％か
ら0.007％に引き上げることとする。



収支見込（医療分）について
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令和3年度 愛知支部保険料率について



都道府県単位保険料率（20年10月から）：年齢構成が低く、所得水準が高い愛知県の場合
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場合の医療費との差額を調整

（※1）災害等特殊事情について、適切な調整を行う。
（※2）制度導入に伴う激変緩和措置として、この新たな負担分については、３年間で段階的に導入する。

平成30年度の実績（令和２年度保険料率）：0.004％ ⇒ 令和元年度の実績（令和３年度保険料率）：0.007％ ⇒令和２年度の実績 （令和４年度保険料率）：0.01％
評価指標に基づき全支部をランキング付けし、上位23支部については、支部ごとの得点数に応じた報奨金によって段階的な保険料率の引下げを行う。

○都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。
また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなる。このため、都道府県
間で次のような年齢調整・所得調整を行う。

○インセンティブ分保険料率として、全支部の後期高齢者支援金に係る保険料率の中に盛り
込む。

16

平成30年度の保険料率の見込みについて都道府県単位保険料率の設定のイメージ
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め、0.007％としている。（詳細は、「平成30年3月20日開催 第91回運営委員会資料 資料３」に掲載。）

平成30年度の保険料率の見込みについて令和元年度実績（4月～3月確定値）のデータを用いた試算
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実施率【60％】 実施率の対前年度上昇幅【20％】 実施件数の対前年度上昇率【20％】 得点
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指標１ 指標２ 指標３ 指標４ 指標５ 総得点

平成30年度の保険料率の見込みについて令和元年度実績（4月～3月確定値）のデータを用いた試算
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指標２．特定保健指導の実施率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

指標３．特定保健指導対象者の減少率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差
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計
】
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実施率【60％】 実施率の対前年度上昇幅【20％】 実施件数の対前年度上昇率【20％】 得点

44 
42 42 

46 

42 

55 58 

43 

58 

49 

36 

43 
48 

40 

53 

33 34 

56 

36 

50 

55 

56 

52 

47 

74 

62 

54 
51 

73 

59 
47 

61 

43 

48 

50 
59 

44 

41 

25 

49 

72 

52 
51 

56 

61 

50 

50 

20

30

40

50

60

70

80

-30

-20

-10

0

10

20

30

北
海
道

青
森

岩
手

宮
城

秋
田

山
形

福
島

茨
城

栃
木

群
馬

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

新
潟

富
山

石
川

福
井

山
梨

長
野

岐
阜

静
岡

愛
知

三
重

滋
賀

京
都

大
阪

兵
庫

奈
良

和
歌
山

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

佐
賀

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

鹿
児
島

沖
縄

減少率【100％】 得点

平成30年度の保険料率の見込みについて令和元年度実績（4月～3月確定値）のデータを用いた試算

19



【
得
点
】

【
得
点
】

指標４．医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

指標５．後発医薬品の使用割合の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差
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受診率【50％】 受診率の対前年度上昇幅【50％】 得点
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使用割合【50％】 使用割合の対前年度上昇幅【50％】 得点

平成30年度の保険料率の見込みについて令和元年度実績（4月～3月確定値）のデータを用いた試算
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愛知支部保険料率

0.03％引き上げ

協会けんぽ愛知支部の健康保険料率の推移

全国平均保険料率
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令和3年度の愛知支部保険料率は、
0.03％引き上がることとなる。



平成30年度の保険料率の見込みについて

全国平均 愛知支部

共通保険料率（ａ）
（高齢者医療への拠出金、現金給付費など）

4.71
高齢者納付金等 3.54 現金給付費等 0.45

保健事業費等 0.74 その他 ▲0.03

医療給付費についての調整前の
所要保険料率 5.29 4.68

医療給付費についての年齢・所得調整後の
保険料率(ｂ) 5.29

5.18
年齢調整+0.19
所得調整+0.31

（ａ） ＋ （ｂ） 10.00 9.89

保険料率
(精算・インセンティブ含む) 10.00 9.91

○変更時期

健康保険料率、介護保険料率ともに令和3年４月納付分から変更する。

料率の見込
単位（％）

令和3年度の保険料率（愛知支部）の見込について

注）現時点での暫定版（震災に伴う波及増の告示額が令和3年１月下旬に確定するため）
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介護保険の令和3年度保険料率について

令和3年度は、令和2年度末に見込まれる不足分（466億円）も含め、単年度で収支

が均衡するよう1.80％（4月納付分から変更）とする。

※ 令和3年度政府予算案では、介護納付金は10,544億円と前年度比で242億円増加の見込み。

令和3年度保険料率および収支見込（介護分）について

協会けんぽの収支見込（介護分）
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介護保険の令和3年度保険料率について

24

（参考）

健康保険法160条16項
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除
く。）の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の
総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。

介護保険料率
介護納付金の額

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込
＝

〇介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額

を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されて

いる。

令和3年度保険料率および収支見込（介護分）について


